
コーポレート・ガバナンス

　当社は、経営監督機能を強化し経営の透明性・健全性

を維持するとともに、中長期の企業価値向上に向けての

意思決定や業務執行の迅速化、効率化を実現すべく、独

立社外取締役の選任、指名・報酬諮問委員会の設置、取締

役会実効性評価等の取り組みを行ってきました。2021年

度には役員報酬制度の健全性を確保することを目的とし

て一定の事由が生じた場合にインセンティブ報酬の全部

または一部を返還させるまたは没収するマルス・クロー

バック条項を導入するなど、継続してガバナンスの強化に

取り組んでいます。

　当社の役員報酬は、基本報酬、年次賞与に加え、2024

年度を最終年度とした中期経営計画および事業構造改革

の着実な遂行を目的とした事後交付による業績連動型株

式報酬、および譲渡制限付株式からなり、企業価値の向上

だけでなく、株主の皆さまとの価値共有などを意識した構

成となっています。詳しくはP.47を参照ください。

　現在の監査役会は、監査役3名のうち2名が独立性と高

度な専門知識と豊富な経験を有する弁護士および公認会

計士で構成されています。

　また、JSRグループが成長領域と見込む分野の社外取

締役を配置しています。

・ Indivumed GmbHのIndivuServ事業部門買収

・ JSR Electronic Materials Korea Co., Ltd.の株式追加

取得

・ 各事業の進捗状況報告および中長期戦略レビュー

・ コーポレート・ガバナンスコードに基づく政策保有株式の

保有方針の確認および売却

・ サステナビリティ経営に関する報告

・ サイバーセキュリティ状況報告

・ 取締役会のモニタリング機能強化

ガバナンス強化の変遷

ガバナンスハイライト

44%
社外取締役

比率 66%
社外監査役

比率

役員報酬の業績連動

社外の力を活用したガバナンス体制

取締役会の主な審議事項

基本的な考え方

JSRグループは、企業理念「Materials Innovation―

マテリアルを通じて価値を創造し、人間社会（人・社会・

環境）に貢献します。―」を着実に実現しうる企業とし

て、経営の効率化と透明性・健全性の維持により継続

的に企業価値を創造し、すべてのステークホルダーか

ら信頼され、満足される魅力ある企業の実現を目指し

ています。JSRは、監査役設置会社として、取締役会と

監査役による業務執行の監視・監督を行う制度を基礎

としつつ、執行役員制度、独立性と豊富な事業経験や

高度な専門性を有する社外取締役および社外監査役

の選任、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成

し、独立社外取締役が委員長を務める報酬諮問委員

会・指名諮問委員会の設置、短期・中長期の業績連動

報酬の導入等の施策により、経営監督機能を強化し、

経営の透明性・健全性を維持するとともに、中長期の

企業価値向上に向けての意思決定や業務執行の迅速

化、効率化に継続的に努めています。

https://www.jsr.co.jp/sustainability/governance/governance.shtml
詳細は、サステナビリティサイトをご参照ください。
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コーポレート・ガバナンス体制図（2023年6月16日現在）
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18名執行役員
業務執行部門

認識共有により方向性の討議を行い、取締役会、経営会議

の審議に反映させています。

　CEO兼社長および全執行役員により構成される役員会

議を開催し、経営の状況および課題の周知徹底を図って

います。なお、常勤監査役も出席しています。

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役によっ

て構成され原則毎月1回報告、協議、決議を行っています。

　取締役会は経営戦略の方向付けを行い、重要な意思決

定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を

監督しています。また、独立社外監査役2名を含む監査役

3名全員が出席し、意見陳述を行っています。

　今後も、指名諮問委員会の答申に基づき、その時々の

事業戦略に応じて、取締役会として必要な知識・経験・能

力の多様性を確保するとともに、12名を超えない範囲で

最適な規模を維持していきます。

　意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、

CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員または

部長により構成される経営会議を原則として毎週1回開催

し、当社グループの経営の基本政策、経営方針、経営計画

にかかわる事項ならびに各部門の重要な執行案件につい

て、審議および方向付けを行い、または報告を受けます。

　CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員に

より構成される経営課題会議を原則として毎月1回開催

し、当社グループの経営の基本政策および経営方針にか

かわる事項ならびに個別案件の背景にある基本方針、事

業戦略の変更について、前広な議論あるいは情報・課題

（1） 監査役監査

　監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経

営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程

および業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監

査人ならびに取締役および使用人から報告を受け、審議

のうえ監査意見を形成しています。

（2） 内部監査

　JSRではJSRグループの内部統制システムの実効性の

向上を目的に、「経営監査室」を設置し、当社グループ各社

を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の

役員会議

監査役監査および内部監査、会計監査の状況

経営会議

経営課題会議

ガバナンス体制
取締役会

監査役会および監査役

　当社の報酬諮問委員会の構成は、委員3名以上で構成

し、その過半数は独立社外取締役で構成することとしてい

ます。報酬諮問委員会の委員長は、独立性・客観性と説明

責任を果たす能力の強化の観点から実効的な委員会運営

を図るべく、取締役会の決議により、独立社外取締役であ

る委員の中から選定することとしています。また、報酬諮

問委員会には、外部の報酬コンサルタントとしてWTW（ウ

イリス・タワーズワトソン）および事務局がオブザーバーと

して参加しています。

在、同委員会は独立社外取締役を委員長とする独立社外

取締役4名（委員長含む）および代表取締役CEO兼社長

の５名で構成され、CEO兼社長の選解任、取締役会の構

成および選任や当社グループの経営体制、重要な経営ポ

ストの継承計画について客観的かつ長期的に検討を行っ

ています。

　2022年度についても、CEOおよび社長から同委員会に

対する年間経営活動報告が行われ、年間経営活動に対す

る評価を行いました。また、今後の経営層の後継者計画や

取締役会の構成および選任等に関する検討を行いました。

　JSRでは役員選任の方針と手続きの透明性を確保する

ため、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立

社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会を設置して

います。指名諮問委員会では、取締役会に必要な知識・経

験・能力等の多様性と規模の基準および役員選任の基準

と手続きならびに取締役、役付執行役員（上席執行役員含

む）および監査役候補者について審議し、取締役会に報告

しています。

　また、CEO兼社長は、指名諮問委員会に広範な戦略的

経営活動を含めて年間経営活動報告を提出します。指名

諮問委員会は報告に基づき、CEO兼社長の業績および

パフォーマンスを評価し、経営の品質改善の要否を進言

します。

　CEO兼社長を含む取締役の解任が必要な事由が生じ

たと指名諮問委員会が判断した場合は、適時に審議を行

い、その結果を取締役会に報告します。CEO兼社長の解

任について審議する際には社外取締役のみで議論をする

機会を設けるなど、審議の透明性を確保しています。上述

の年間経営活動報告提出を起点として、CEO兼社長の業

績、パフォーマンス評価、経営の置かれた状況、経済見通

し等に基づき、毎年、CEO兼社長の選解任や任期を判断

します。

　候補者の指名に際しては、経営上の重要な意思決定お

よび業務執行の監督を適切かつ機動的に行うため、取締

役会として必要な知識・経験・能力の多様性および規模の

バランスを確保することを基本とし、心身ともに健康で、

優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する者を選任し

ています。

　取締役会として必要な知識・経験・能力等については、

中長期的な経営方針および戦略を踏まえて具体的な要素

を特定し、スキル・マトリックスとして開示しています。

　取締役（社外取締役を除く）報酬の構成要素割合につい

ては、経営責任の重い役位上位者に対し、業績結果の反映

割合を高める方針に基づき、役位上位者の業績連動部分の

割合を高める一方で業績目標の達成に係る潜在的リスク等

を考慮し、役位ごとの報酬水準を決定しています。基本報

酬を100とした場合の各報酬構成要素の割合（業績連動報

酬は目標を100%達成時の標準額）は下表の通りとなりま

す。なお、北米事業の統括等を担当するCEOの報酬構成

割合については、その担当地域の役員報酬構成要素割合に

関する外部専門機関による調査を参考とし設定しています。

　JSRは2015年度に指名諮問委員会を設置しました。現

内部監査を定期的に実施し、その結果を取締役、関連部

門、監査役等に報告しています。

（3） 会計監査

　監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の

監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期

中においても必要な情報交換、意見交換を行っています。

　JSRグループは、企業理念に立脚してさまざまなステー

クホルダーと良好な関係を築き、信頼され必要とされる企

業となるため、企業活動を通じた価値創造により、すべて

のステークホルダーに貢献するサステナビリティ活動を推

進する目的で「サステナビリティ推進会議」を設置していま

す。サステナビリティ推進会議のもとには、「サステナビリ

ティ委員会」、「環境安全品質委員会」、「リスク管理委員

会」、「企業倫理委員会」の4つの委員会を設置しています。

　JSRの取締役会では、毎年、取締役会の実効性評価を実

施し、実効性の向上を通じて、当社の企業価値の最大化を

図っています。2022年度の実効性評価の結果、当社の取

締役会は有効に機能しているとの結論を得ました。今後も

実効性評価を実施していきます。

評価プロセス

　当社の取締役9名全員（うち独立社外取締役4名）およ

び監査役3名全員（うち独立社外監査役2名）に対するアン

ケートおよびインタビューを行い、また、取締役会等にお

いてアンケートやインタビューの結果に関する複数回の議

論を経て、評価を実施しました。なお、2022年度は、上記

の評価プロセス全般において専門的な知見を持つ第三者

を起用しました。

結論

　分析・評価および取締役会における議論を通じて、主に

以下の点を確認し、当社取締役会は、有効に機能している

と結論づけました。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針や報酬制度、個別

の報酬額等は、取締役会にて審議・決定を行います。取締

役会の審議・決定に際しての独立性・客観性を確保すると

ともに取締役会の監督機能と説明責任を果たす能力を強

化すべく、報酬諮問委員会を取締役会の諮問機関として

設置しています。

　報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の

対象者の報酬と項目について審議し、取締役会に対して答

申または監査役会に対して助言を行います。

　JSRはグローバル企業として企業グループの競争優位

性を保つためにグローバルに優れ、かつ多様性のある経

営人財を育成、採用を図り、株主の皆さまとの利益を共有

するために役員に対して短期、中長期のインセンティブを

設定し、透明性を保ちつつ、経営戦略および事業戦略の確

実な実行を目指す報酬基本方針を設定しています。

　当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度

の全社業績達成度等に連動する年次賞与に加え、2024

年度を最終年度とした中期経営計画および事業構造改革

の着実な遂行を目的とした事後交付による業績連動型株

式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）、持続的な企業

価値の向上と株主の皆さまとの価値共有を促進すること

を目的とした譲渡制限付株式（非金銭報酬）から構成され

ています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、役割

に鑑み基本報酬のみとしています。

　上記の報酬構成およびその支給割合の検討に際し、外

部の報酬コンサルタントが有する役員報酬データベース

に基づき、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等

を同輩企業として報酬ベンチマークを毎年行い、報酬諮問

委員会が報酬水準の妥当性を検証しています。また、海外

事業の統括等を担当する取締役の業績連動報酬と業績連

動報酬以外の報酬の支給割合の決定に際しては、その担

当地域における役員報酬調査データに基づき、上記同様

の手法を用いて報酬ベンチマーク分析を毎年行い、役位

ごとの職責やグループ経営への影響の大きさを考慮して、

報酬諮問委員会で報酬水準等の妥当性を検証しています。
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認識共有により方向性の討議を行い、取締役会、経営会議

の審議に反映させています。

　CEO兼社長および全執行役員により構成される役員会

議を開催し、経営の状況および課題の周知徹底を図って

います。なお、常勤監査役も出席しています。

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役によっ

て構成され原則毎月1回報告、協議、決議を行っています。

　取締役会は経営戦略の方向付けを行い、重要な意思決

定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を

監督しています。また、独立社外監査役2名を含む監査役

3名全員が出席し、意見陳述を行っています。

　今後も、指名諮問委員会の答申に基づき、その時々の

事業戦略に応じて、取締役会として必要な知識・経験・能

力の多様性を確保するとともに、12名を超えない範囲で

最適な規模を維持していきます。

　意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、

CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員または

部長により構成される経営会議を原則として毎週1回開催

し、当社グループの経営の基本政策、経営方針、経営計画

にかかわる事項ならびに各部門の重要な執行案件につい

て、審議および方向付けを行い、または報告を受けます。

　CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員に

より構成される経営課題会議を原則として毎月1回開催

し、当社グループの経営の基本政策および経営方針にか

かわる事項ならびに個別案件の背景にある基本方針、事

業戦略の変更について、前広な議論あるいは情報・課題

（1） 監査役監査

　監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経

営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程

および業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監

査人ならびに取締役および使用人から報告を受け、審議

のうえ監査意見を形成しています。

（2） 内部監査

　JSRではJSRグループの内部統制システムの実効性の

向上を目的に、「経営監査室」を設置し、当社グループ各社

を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の

　当社の報酬諮問委員会の構成は、委員3名以上で構成

し、その過半数は独立社外取締役で構成することとしてい

ます。報酬諮問委員会の委員長は、独立性・客観性と説明

責任を果たす能力の強化の観点から実効的な委員会運営

を図るべく、取締役会の決議により、独立社外取締役であ

る委員の中から選定することとしています。また、報酬諮

問委員会には、外部の報酬コンサルタントとしてWTW（ウ

イリス・タワーズワトソン）および事務局がオブザーバーと

して参加しています。

在、同委員会は独立社外取締役を委員長とする独立社外

取締役4名（委員長含む）および代表取締役CEO兼社長

の５名で構成され、CEO兼社長の選解任、取締役会の構

成および選任や当社グループの経営体制、重要な経営ポ

ストの継承計画について客観的かつ長期的に検討を行っ

ています。

　2022年度についても、CEOおよび社長から同委員会に

対する年間経営活動報告が行われ、年間経営活動に対す

る評価を行いました。また、今後の経営層の後継者計画や

取締役会の構成および選任等に関する検討を行いました。

　JSRでは役員選任の方針と手続きの透明性を確保する

ため、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立

社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会を設置して

います。指名諮問委員会では、取締役会に必要な知識・経

験・能力等の多様性と規模の基準および役員選任の基準

と手続きならびに取締役、役付執行役員（上席執行役員含

む）および監査役候補者について審議し、取締役会に報告

しています。

　また、CEO兼社長は、指名諮問委員会に広範な戦略的

経営活動を含めて年間経営活動報告を提出します。指名

諮問委員会は報告に基づき、CEO兼社長の業績および

パフォーマンスを評価し、経営の品質改善の要否を進言

します。

　CEO兼社長を含む取締役の解任が必要な事由が生じ

たと指名諮問委員会が判断した場合は、適時に審議を行

い、その結果を取締役会に報告します。CEO兼社長の解

任について審議する際には社外取締役のみで議論をする

機会を設けるなど、審議の透明性を確保しています。上述

の年間経営活動報告提出を起点として、CEO兼社長の業

績、パフォーマンス評価、経営の置かれた状況、経済見通

し等に基づき、毎年、CEO兼社長の選解任や任期を判断

します。

　候補者の指名に際しては、経営上の重要な意思決定お

よび業務執行の監督を適切かつ機動的に行うため、取締

役会として必要な知識・経験・能力の多様性および規模の

バランスを確保することを基本とし、心身ともに健康で、

優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する者を選任し

ています。

　取締役会として必要な知識・経験・能力等については、

中長期的な経営方針および戦略を踏まえて具体的な要素

を特定し、スキル・マトリックスとして開示しています。

　取締役（社外取締役を除く）報酬の構成要素割合につい

ては、経営責任の重い役位上位者に対し、業績結果の反映

割合を高める方針に基づき、役位上位者の業績連動部分の

割合を高める一方で業績目標の達成に係る潜在的リスク等

を考慮し、役位ごとの報酬水準を決定しています。基本報

酬を100とした場合の各報酬構成要素の割合（業績連動報

酬は目標を100%達成時の標準額）は下表の通りとなりま

す。なお、北米事業の統括等を担当するCEOの報酬構成

割合については、その担当地域の役員報酬構成要素割合に

関する外部専門機関による調査を参考とし設定しています。

　JSRは2015年度に指名諮問委員会を設置しました。現

内部監査を定期的に実施し、その結果を取締役、関連部

門、監査役等に報告しています。

（3） 会計監査

　監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の

監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期

中においても必要な情報交換、意見交換を行っています。

　JSRグループは、企業理念に立脚してさまざまなステー

クホルダーと良好な関係を築き、信頼され必要とされる企

業となるため、企業活動を通じた価値創造により、すべて

のステークホルダーに貢献するサステナビリティ活動を推

進する目的で「サステナビリティ推進会議」を設置していま

す。サステナビリティ推進会議のもとには、「サステナビリ

ティ委員会」、「環境安全品質委員会」、「リスク管理委員

会」、「企業倫理委員会」の4つの委員会を設置しています。

　JSRの取締役会では、毎年、取締役会の実効性評価を実

施し、実効性の向上を通じて、当社の企業価値の最大化を

図っています。2022年度の実効性評価の結果、当社の取

締役会は有効に機能しているとの結論を得ました。今後も

実効性評価を実施していきます。

評価プロセス

　当社の取締役9名全員（うち独立社外取締役4名）およ

び監査役3名全員（うち独立社外監査役2名）に対するアン

ケートおよびインタビューを行い、また、取締役会等にお

いてアンケートやインタビューの結果に関する複数回の議

論を経て、評価を実施しました。なお、2022年度は、上記

の評価プロセス全般において専門的な知見を持つ第三者

を起用しました。

結論

　分析・評価および取締役会における議論を通じて、主に

以下の点を確認し、当社取締役会は、有効に機能している

と結論づけました。

取締役会の実効性評価

　取締役の個人別の報酬等の決定方針や報酬制度、個別

の報酬額等は、取締役会にて審議・決定を行います。取締

役会の審議・決定に際しての独立性・客観性を確保すると

ともに取締役会の監督機能と説明責任を果たす能力を強

化すべく、報酬諮問委員会を取締役会の諮問機関として

設置しています。

　報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の

対象者の報酬と項目について審議し、取締役会に対して答

申または監査役会に対して助言を行います。

　JSRはグローバル企業として企業グループの競争優位

性を保つためにグローバルに優れ、かつ多様性のある経

営人財を育成、採用を図り、株主の皆さまとの利益を共有

するために役員に対して短期、中長期のインセンティブを

設定し、透明性を保ちつつ、経営戦略および事業戦略の確

実な実行を目指す報酬基本方針を設定しています。
評価理由
・ 取締役会は、国籍、性別等の多様性や専門性の観点からも適切
に構成され、付加価値の高い助言に加え、中長期の企業価値の
向上に向けた率直かつ活発な議論が行われていること。

・ 取締役会は、様々なステークホルダーの視点を踏まえて執行を
監督し、必要な場合には経営陣に改善を求めるという会議体の
役割・機能を十分に発揮していること。

・ 指名・報酬の各諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、ま
た、委員の過半数を独立社外取締役で構成されており、独立性・
客観性を保ちながら、適切な答申を行うことで、取締役会の監
督機能を強化していること。

課題および今後の取り組み
昨年度の実効性評価では、取締役会のモニタリング機能の強化
に向けて、具体的なモニタリングの在り方や取締役会の規模・構
成、取締役の資質・多様性等の検討が必要との指摘がなされまし
た。このことを踏まえて、本年度の取締役会においては、モニタ
リングモデルへの移行に向けた課題や在り方の議論、整理を行
い、当社が目指すモニタリングモデルの姿について、取締役会
メンバーのコンセンサスを得ました。

（当社が目指す取締役会の姿）
・ マルチステークホルダーの視点から戦略の承認と、遂行の監督
（モニタリング機能）を行うことに加え、企業価値最大化に寄与
すべく助言（アドバイザリー機能）を行う。

・ 重要な業務執行の決定権限は幅広く委譲、取締役会は執行を
信頼し、定義された上記機能に特化することで、Materials 
Innovationを具現化する経営を積極的に支援する。

　また、当社が目指すモニタリングモデルの実現に向けた課題に
ついては、今年度の取締役会実効性評価を通じて主に以下の点
が指摘されており、その対応についての取り組みを今後継続して
まいります。

指摘された課題事項
・ 現在の取締役会は有効に機能しているが、監督機能を中心とす
るモニタリングモデルへの移行に向けては、監督の定義、内容・
基準を明確化し、監督と執行がそれぞれの役割・責任を再認識
する必要がある。その上で、モニタリング機能強化のため、取
締役会の最適な構成の実現に向けた取り組みを進める必要が
ある。

・ 取締役会では重要な経営課題についての議論がなされている
が、実効性の高い監督に向けては、取締役会はエラストマー事
業譲渡後の事業戦略や執行状況をより適切に把握する必要があ
る。中長期の方向性や戦略に関する審議に注力するため、重要

　当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度

の全社業績達成度等に連動する年次賞与に加え、2024

年度を最終年度とした中期経営計画および事業構造改革

の着実な遂行を目的とした事後交付による業績連動型株

式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）、持続的な企業

価値の向上と株主の皆さまとの価値共有を促進すること

を目的とした譲渡制限付株式（非金銭報酬）から構成され

ています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、役割

に鑑み基本報酬のみとしています。

　上記の報酬構成およびその支給割合の検討に際し、外

部の報酬コンサルタントが有する役員報酬データベース

に基づき、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等

を同輩企業として報酬ベンチマークを毎年行い、報酬諮問

委員会が報酬水準の妥当性を検証しています。また、海外

事業の統括等を担当する取締役の業績連動報酬と業績連

動報酬以外の報酬の支給割合の決定に際しては、その担

当地域における役員報酬調査データに基づき、上記同様

の手法を用いて報酬ベンチマーク分析を毎年行い、役位

ごとの職責やグループ経営への影響の大きさを考慮して、

報酬諮問委員会で報酬水準等の妥当性を検証しています。

サステナビリティ推進会議

2022年度取締役会実効性評価の概要
およびその評価結果の概要

議案へのさらなる絞り込みとともに、具体的な目標水準やゴー
ルの設定、基準に基づく意思決定後の監督を行う必要がある。

・ 指名諮問委員会の構成・役割は適切であるが、後継者育成計画
に関する実質的な議論のための十分な時間と情報の確保という
点においては課題があり、審議をさらに充実させる必要がある。

・ 現在の監査体制・機能は有効に機能しているが、事業のグロー
バル展開がさらに進んでいくなかで、取締役会が重要なリスク
を十分に把握するためには、グループ・グローバルでの組織的、
統合的な監査体制を今後も継続的に強化していく必要がある。
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報酬の種類 支給または付与等の時期 総会承認の概要

固定報酬

業績連動
報酬

報酬制度

基本報酬

年次賞与

譲渡制限付株式付与の
ための報酬

パフォーマンス・
シェア・ユニット

取締役：上限額を月額60百万円（内社外取締役10百万円）
監査役：上限額を月額10百万円

・ 金銭報酬債権および金銭の総額の上限：対象期間につき80万株×交付時株価
・ 交付上限株式数の上限：対象期間につき40万株

・ 年額400百万円以内かつ株式総数年40万株以内
・ 譲渡制限解除は3～ 30年間までの間で取締役会が予め定める期間、かつ、
譲渡制限期間中、取締役会が定める正当な理由による退任等が生じた場合。

上限額を年額432百万円

月次支給

毎年一定の時期に支給

毎年一定の時期に支給

原則として、2021年度にユニットを付
与し、業績評価期間終了後に株式およ
び金銭を一括して交付および支給

認識共有により方向性の討議を行い、取締役会、経営会議

の審議に反映させています。

　CEO兼社長および全執行役員により構成される役員会

議を開催し、経営の状況および課題の周知徹底を図って

います。なお、常勤監査役も出席しています。

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役によっ

て構成され原則毎月1回報告、協議、決議を行っています。

　取締役会は経営戦略の方向付けを行い、重要な意思決

定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を

監督しています。また、独立社外監査役2名を含む監査役

3名全員が出席し、意見陳述を行っています。

　今後も、指名諮問委員会の答申に基づき、その時々の

事業戦略に応じて、取締役会として必要な知識・経験・能

力の多様性を確保するとともに、12名を超えない範囲で

最適な規模を維持していきます。

　意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、

CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員または

部長により構成される経営会議を原則として毎週1回開催

し、当社グループの経営の基本政策、経営方針、経営計画

にかかわる事項ならびに各部門の重要な執行案件につい

て、審議および方向付けを行い、または報告を受けます。

　CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員に

より構成される経営課題会議を原則として毎月1回開催

し、当社グループの経営の基本政策および経営方針にか

かわる事項ならびに個別案件の背景にある基本方針、事

業戦略の変更について、前広な議論あるいは情報・課題

（1） 監査役監査

　監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経

営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程

および業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監

査人ならびに取締役および使用人から報告を受け、審議

のうえ監査意見を形成しています。

（2） 内部監査

　JSRではJSRグループの内部統制システムの実効性の

向上を目的に、「経営監査室」を設置し、当社グループ各社

を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の

　当社の報酬諮問委員会の構成は、委員3名以上で構成

し、その過半数は独立社外取締役で構成することとしてい

ます。報酬諮問委員会の委員長は、独立性・客観性と説明

責任を果たす能力の強化の観点から実効的な委員会運営

を図るべく、取締役会の決議により、独立社外取締役であ

る委員の中から選定することとしています。また、報酬諮

問委員会には、外部の報酬コンサルタントとしてWTW（ウ

イリス・タワーズワトソン）および事務局がオブザーバーと

して参加しています。

在、同委員会は独立社外取締役を委員長とする独立社外

取締役4名（委員長含む）および代表取締役CEO兼社長

の５名で構成され、CEO兼社長の選解任、取締役会の構

成および選任や当社グループの経営体制、重要な経営ポ

ストの継承計画について客観的かつ長期的に検討を行っ

ています。

　2022年度についても、CEOおよび社長から同委員会に

対する年間経営活動報告が行われ、年間経営活動に対す

る評価を行いました。また、今後の経営層の後継者計画や

取締役会の構成および選任等に関する検討を行いました。

　JSRでは役員選任の方針と手続きの透明性を確保する

ため、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立

社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会を設置して

います。指名諮問委員会では、取締役会に必要な知識・経

験・能力等の多様性と規模の基準および役員選任の基準

と手続きならびに取締役、役付執行役員（上席執行役員含

む）および監査役候補者について審議し、取締役会に報告

しています。

　また、CEO兼社長は、指名諮問委員会に広範な戦略的

経営活動を含めて年間経営活動報告を提出します。指名

諮問委員会は報告に基づき、CEO兼社長の業績および

パフォーマンスを評価し、経営の品質改善の要否を進言

します。

　CEO兼社長を含む取締役の解任が必要な事由が生じ

たと指名諮問委員会が判断した場合は、適時に審議を行

い、その結果を取締役会に報告します。CEO兼社長の解

任について審議する際には社外取締役のみで議論をする

機会を設けるなど、審議の透明性を確保しています。上述

の年間経営活動報告提出を起点として、CEO兼社長の業

績、パフォーマンス評価、経営の置かれた状況、経済見通

し等に基づき、毎年、CEO兼社長の選解任や任期を判断

します。

　候補者の指名に際しては、経営上の重要な意思決定お

よび業務執行の監督を適切かつ機動的に行うため、取締

役会として必要な知識・経験・能力の多様性および規模の

バランスを確保することを基本とし、心身ともに健康で、

優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する者を選任し

ています。

　取締役会として必要な知識・経験・能力等については、

中長期的な経営方針および戦略を踏まえて具体的な要素

を特定し、スキル・マトリックスとして開示しています。

　取締役（社外取締役を除く）報酬の構成要素割合につい

ては、経営責任の重い役位上位者に対し、業績結果の反映

割合を高める方針に基づき、役位上位者の業績連動部分の

割合を高める一方で業績目標の達成に係る潜在的リスク等

を考慮し、役位ごとの報酬水準を決定しています。基本報

酬を100とした場合の各報酬構成要素の割合（業績連動報

酬は目標を100%達成時の標準額）は下表の通りとなりま

す。なお、北米事業の統括等を担当するCEOの報酬構成

割合については、その担当地域の役員報酬構成要素割合に

関する外部専門機関による調査を参考とし設定しています。

　JSRは2015年度に指名諮問委員会を設置しました。現

内部監査を定期的に実施し、その結果を取締役、関連部

門、監査役等に報告しています。

（3） 会計監査

　監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の

監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期

中においても必要な情報交換、意見交換を行っています。

　JSRグループは、企業理念に立脚してさまざまなステー

クホルダーと良好な関係を築き、信頼され必要とされる企

業となるため、企業活動を通じた価値創造により、すべて

のステークホルダーに貢献するサステナビリティ活動を推

進する目的で「サステナビリティ推進会議」を設置していま

す。サステナビリティ推進会議のもとには、「サステナビリ

ティ委員会」、「環境安全品質委員会」、「リスク管理委員

会」、「企業倫理委員会」の4つの委員会を設置しています。

　JSRの取締役会では、毎年、取締役会の実効性評価を実

施し、実効性の向上を通じて、当社の企業価値の最大化を

図っています。2022年度の実効性評価の結果、当社の取

締役会は有効に機能しているとの結論を得ました。今後も

実効性評価を実施していきます。

評価プロセス

　当社の取締役9名全員（うち独立社外取締役4名）およ

び監査役3名全員（うち独立社外監査役2名）に対するアン

ケートおよびインタビューを行い、また、取締役会等にお

いてアンケートやインタビューの結果に関する複数回の議

論を経て、評価を実施しました。なお、2022年度は、上記

の評価プロセス全般において専門的な知見を持つ第三者

を起用しました。

結論

　分析・評価および取締役会における議論を通じて、主に

以下の点を確認し、当社取締役会は、有効に機能している

と結論づけました。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針や報酬制度、個別

の報酬額等は、取締役会にて審議・決定を行います。取締

役会の審議・決定に際しての独立性・客観性を確保すると

ともに取締役会の監督機能と説明責任を果たす能力を強

化すべく、報酬諮問委員会を取締役会の諮問機関として

設置しています。

　報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の

対象者の報酬と項目について審議し、取締役会に対して答

申または監査役会に対して助言を行います。

　JSRはグローバル企業として企業グループの競争優位

性を保つためにグローバルに優れ、かつ多様性のある経

営人財を育成、採用を図り、株主の皆さまとの利益を共有

するために役員に対して短期、中長期のインセンティブを

設定し、透明性を保ちつつ、経営戦略および事業戦略の確

実な実行を目指す報酬基本方針を設定しています。
評価理由
・ 取締役会は、国籍、性別等の多様性や専門性の観点からも適切
に構成され、付加価値の高い助言に加え、中長期の企業価値の
向上に向けた率直かつ活発な議論が行われていること。

・ 取締役会は、様々なステークホルダーの視点を踏まえて執行を
監督し、必要な場合には経営陣に改善を求めるという会議体の
役割・機能を十分に発揮していること。

・ 指名・報酬の各諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、ま
た、委員の過半数を独立社外取締役で構成されており、独立性・
客観性を保ちながら、適切な答申を行うことで、取締役会の監
督機能を強化していること。

課題および今後の取り組み
昨年度の実効性評価では、取締役会のモニタリング機能の強化
に向けて、具体的なモニタリングの在り方や取締役会の規模・構
成、取締役の資質・多様性等の検討が必要との指摘がなされまし
た。このことを踏まえて、本年度の取締役会においては、モニタ
リングモデルへの移行に向けた課題や在り方の議論、整理を行
い、当社が目指すモニタリングモデルの姿について、取締役会
メンバーのコンセンサスを得ました。

（当社が目指す取締役会の姿）
・ マルチステークホルダーの視点から戦略の承認と、遂行の監督
（モニタリング機能）を行うことに加え、企業価値最大化に寄与
すべく助言（アドバイザリー機能）を行う。

・ 重要な業務執行の決定権限は幅広く委譲、取締役会は執行を
信頼し、定義された上記機能に特化することで、Materials 
Innovationを具現化する経営を積極的に支援する。

　また、当社が目指すモニタリングモデルの実現に向けた課題に
ついては、今年度の取締役会実効性評価を通じて主に以下の点
が指摘されており、その対応についての取り組みを今後継続して
まいります。

指摘された課題事項
・ 現在の取締役会は有効に機能しているが、監督機能を中心とす
るモニタリングモデルへの移行に向けては、監督の定義、内容・
基準を明確化し、監督と執行がそれぞれの役割・責任を再認識
する必要がある。その上で、モニタリング機能強化のため、取
締役会の最適な構成の実現に向けた取り組みを進める必要が
ある。

・ 取締役会では重要な経営課題についての議論がなされている
が、実効性の高い監督に向けては、取締役会はエラストマー事
業譲渡後の事業戦略や執行状況をより適切に把握する必要があ
る。中長期の方向性や戦略に関する審議に注力するため、重要

　当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度

の全社業績達成度等に連動する年次賞与に加え、2024

年度を最終年度とした中期経営計画および事業構造改革

の着実な遂行を目的とした事後交付による業績連動型株

式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）、持続的な企業

価値の向上と株主の皆さまとの価値共有を促進すること

を目的とした譲渡制限付株式（非金銭報酬）から構成され

ています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、役割

に鑑み基本報酬のみとしています。

　上記の報酬構成およびその支給割合の検討に際し、外

部の報酬コンサルタントが有する役員報酬データベース

に基づき、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等

を同輩企業として報酬ベンチマークを毎年行い、報酬諮問

委員会が報酬水準の妥当性を検証しています。また、海外

事業の統括等を担当する取締役の業績連動報酬と業績連

動報酬以外の報酬の支給割合の決定に際しては、その担

当地域における役員報酬調査データに基づき、上記同様

の手法を用いて報酬ベンチマーク分析を毎年行い、役位

ごとの職責やグループ経営への影響の大きさを考慮して、

報酬諮問委員会で報酬水準等の妥当性を検証しています。

（1） 競争優位の構築と向上のため、また、グロ－バル経営のさら
なる推進のため、国籍を問わず多様で優秀な人財を引き付
け、確保し、報奨することができる報酬制度であること。

（2） 当社の持続的発展を目指した経営戦略上の業務目標達成を
動機付けるため、その達成に向け、健全な企業家精神の発揮
を経営者にもたらすものであること。

（3） 在任中の株式保有の強化を通じて株主の皆さまと当社役員
の利益を積極的に共有することにより、中長期的な企業価値
の向上を促進する報酬制度であること。

役員報酬

報酬ガバナンス
報酬等の決定プロセス

報酬諮問委員会の審議・答申事項

報酬諮問委員会の構成・委員長の属性

対象者：社内取締役（代表取締役および役付取締役を含む）、社
外取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、エグゼクティ
ブ・アドバイザー、その他重要な使用人

審議項目：報酬方針の策定、報酬制度の設計、業績目標の設定、
インセンティブ報酬の合理性、報酬水準・ミックスの妥
当性、報酬制度に基づく各役位の報酬額の決定等

議案へのさらなる絞り込みとともに、具体的な目標水準やゴー
ルの設定、基準に基づく意思決定後の監督を行う必要がある。

・ 指名諮問委員会の構成・役割は適切であるが、後継者育成計画
に関する実質的な議論のための十分な時間と情報の確保という
点においては課題があり、審議をさらに充実させる必要がある。

・ 現在の監査体制・機能は有効に機能しているが、事業のグロー
バル展開がさらに進んでいくなかで、取締役会が重要なリスク
を十分に把握するためには、グループ・グローバルでの組織的、
統合的な監査体制を今後も継続的に強化していく必要がある。
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認識共有により方向性の討議を行い、取締役会、経営会議

の審議に反映させています。

　CEO兼社長および全執行役員により構成される役員会

議を開催し、経営の状況および課題の周知徹底を図って

います。なお、常勤監査役も出席しています。

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役によっ

て構成され原則毎月1回報告、協議、決議を行っています。

　取締役会は経営戦略の方向付けを行い、重要な意思決

定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を

監督しています。また、独立社外監査役2名を含む監査役

3名全員が出席し、意見陳述を行っています。

　今後も、指名諮問委員会の答申に基づき、その時々の

事業戦略に応じて、取締役会として必要な知識・経験・能

力の多様性を確保するとともに、12名を超えない範囲で

最適な規模を維持していきます。

　意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、

CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員または

部長により構成される経営会議を原則として毎週1回開催

し、当社グループの経営の基本政策、経営方針、経営計画

にかかわる事項ならびに各部門の重要な執行案件につい

て、審議および方向付けを行い、または報告を受けます。

　CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員に

より構成される経営課題会議を原則として毎月1回開催

し、当社グループの経営の基本政策および経営方針にか

かわる事項ならびに個別案件の背景にある基本方針、事

業戦略の変更について、前広な議論あるいは情報・課題

（1） 監査役監査

　監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経

営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程

および業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監

査人ならびに取締役および使用人から報告を受け、審議

のうえ監査意見を形成しています。

（2） 内部監査

　JSRではJSRグループの内部統制システムの実効性の

向上を目的に、「経営監査室」を設置し、当社グループ各社

を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の

　当社の報酬諮問委員会の構成は、委員3名以上で構成

し、その過半数は独立社外取締役で構成することとしてい

ます。報酬諮問委員会の委員長は、独立性・客観性と説明

責任を果たす能力の強化の観点から実効的な委員会運営

を図るべく、取締役会の決議により、独立社外取締役であ

る委員の中から選定することとしています。また、報酬諮

問委員会には、外部の報酬コンサルタントとしてWTW（ウ

イリス・タワーズワトソン）および事務局がオブザーバーと

して参加しています。

在、同委員会は独立社外取締役を委員長とする独立社外

取締役4名（委員長含む）および代表取締役CEO兼社長

の５名で構成され、CEO兼社長の選解任、取締役会の構

成および選任や当社グループの経営体制、重要な経営ポ

ストの継承計画について客観的かつ長期的に検討を行っ

ています。

　2022年度についても、CEOおよび社長から同委員会に

対する年間経営活動報告が行われ、年間経営活動に対す

る評価を行いました。また、今後の経営層の後継者計画や

取締役会の構成および選任等に関する検討を行いました。

　JSRでは役員選任の方針と手続きの透明性を確保する

ため、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立

社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会を設置して

います。指名諮問委員会では、取締役会に必要な知識・経

験・能力等の多様性と規模の基準および役員選任の基準

と手続きならびに取締役、役付執行役員（上席執行役員含

む）および監査役候補者について審議し、取締役会に報告

しています。

　また、CEO兼社長は、指名諮問委員会に広範な戦略的

経営活動を含めて年間経営活動報告を提出します。指名

諮問委員会は報告に基づき、CEO兼社長の業績および

パフォーマンスを評価し、経営の品質改善の要否を進言

します。

　CEO兼社長を含む取締役の解任が必要な事由が生じ

たと指名諮問委員会が判断した場合は、適時に審議を行

い、その結果を取締役会に報告します。CEO兼社長の解

任について審議する際には社外取締役のみで議論をする

機会を設けるなど、審議の透明性を確保しています。上述

の年間経営活動報告提出を起点として、CEO兼社長の業

績、パフォーマンス評価、経営の置かれた状況、経済見通

し等に基づき、毎年、CEO兼社長の選解任や任期を判断

します。

　候補者の指名に際しては、経営上の重要な意思決定お

よび業務執行の監督を適切かつ機動的に行うため、取締

役会として必要な知識・経験・能力の多様性および規模の

バランスを確保することを基本とし、心身ともに健康で、

優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する者を選任し

ています。

　取締役会として必要な知識・経験・能力等については、

中長期的な経営方針および戦略を踏まえて具体的な要素

を特定し、スキル・マトリックスとして開示しています。

　取締役（社外取締役を除く）報酬の構成要素割合につい

ては、経営責任の重い役位上位者に対し、業績結果の反映

割合を高める方針に基づき、役位上位者の業績連動部分の

割合を高める一方で業績目標の達成に係る潜在的リスク等

を考慮し、役位ごとの報酬水準を決定しています。基本報

酬を100とした場合の各報酬構成要素の割合（業績連動報

酬は目標を100%達成時の標準額）は下表の通りとなりま

す。なお、北米事業の統括等を担当するCEOの報酬構成

割合については、その担当地域の役員報酬構成要素割合に

関する外部専門機関による調査を参考とし設定しています。

　JSRは2015年度に指名諮問委員会を設置しました。現

内部監査を定期的に実施し、その結果を取締役、関連部

門、監査役等に報告しています。

（3） 会計監査

　監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の

監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期

中においても必要な情報交換、意見交換を行っています。

　JSRグループは、企業理念に立脚してさまざまなステー

クホルダーと良好な関係を築き、信頼され必要とされる企

業となるため、企業活動を通じた価値創造により、すべて

のステークホルダーに貢献するサステナビリティ活動を推

進する目的で「サステナビリティ推進会議」を設置していま

す。サステナビリティ推進会議のもとには、「サステナビリ

ティ委員会」、「環境安全品質委員会」、「リスク管理委員

会」、「企業倫理委員会」の4つの委員会を設置しています。

　JSRの取締役会では、毎年、取締役会の実効性評価を実

施し、実効性の向上を通じて、当社の企業価値の最大化を

図っています。2022年度の実効性評価の結果、当社の取

締役会は有効に機能しているとの結論を得ました。今後も

実効性評価を実施していきます。

評価プロセス

　当社の取締役9名全員（うち独立社外取締役4名）およ

び監査役3名全員（うち独立社外監査役2名）に対するアン

ケートおよびインタビューを行い、また、取締役会等にお

いてアンケートやインタビューの結果に関する複数回の議

論を経て、評価を実施しました。なお、2022年度は、上記

の評価プロセス全般において専門的な知見を持つ第三者

を起用しました。

結論

　分析・評価および取締役会における議論を通じて、主に

以下の点を確認し、当社取締役会は、有効に機能している

と結論づけました。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針や報酬制度、個別

の報酬額等は、取締役会にて審議・決定を行います。取締

役会の審議・決定に際しての独立性・客観性を確保すると

ともに取締役会の監督機能と説明責任を果たす能力を強

化すべく、報酬諮問委員会を取締役会の諮問機関として

設置しています。

　報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の

対象者の報酬と項目について審議し、取締役会に対して答

申または監査役会に対して助言を行います。

　JSRはグローバル企業として企業グループの競争優位

性を保つためにグローバルに優れ、かつ多様性のある経

営人財を育成、採用を図り、株主の皆さまとの利益を共有

するために役員に対して短期、中長期のインセンティブを

設定し、透明性を保ちつつ、経営戦略および事業戦略の確

実な実行を目指す報酬基本方針を設定しています。

　当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度

の全社業績達成度等に連動する年次賞与に加え、2024

年度を最終年度とした中期経営計画および事業構造改革

の着実な遂行を目的とした事後交付による業績連動型株

式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）、持続的な企業

価値の向上と株主の皆さまとの価値共有を促進すること

を目的とした譲渡制限付株式（非金銭報酬）から構成され

ています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、役割

に鑑み基本報酬のみとしています。

　上記の報酬構成およびその支給割合の検討に際し、外

部の報酬コンサルタントが有する役員報酬データベース

に基づき、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等

を同輩企業として報酬ベンチマークを毎年行い、報酬諮問

委員会が報酬水準の妥当性を検証しています。また、海外

事業の統括等を担当する取締役の業績連動報酬と業績連

動報酬以外の報酬の支給割合の決定に際しては、その担

当地域における役員報酬調査データに基づき、上記同様

の手法を用いて報酬ベンチマーク分析を毎年行い、役位

ごとの職責やグループ経営への影響の大きさを考慮して、

報酬諮問委員会で報酬水準等の妥当性を検証しています。

JSRの報酬制度

経営体制の継承と評価（指名諮問委員会の取り組み）

報酬の種類

取締役（社外取締役を除く）報酬の構成要素割合

指名諮問委員会

報酬水準の妥当性

※常務執行役員およびその下位職務の取締役兼務者には、取締役兼務手当が表とは別に支給される。
　また、常務執行役員およびその下位職務の取締役兼務者が代表権を持つ場合には、代表権手当が表とは別に支給される。

基本報酬

業績連動報酬

年次賞与
パフォーマンス・
シェア・ユニット

（1事業年度当たり）
譲渡制限付株式

基本報酬：
業績連動報酬

基本報酬を100とした場合の各報酬構成要素の割合（業績連動報酬は目標を100％達成時の標準額）

100

100

100

25

200

約23

200

約23

100:500

100:70

CEO兼社長

常務執行役員/
上席執行役員/
執行役員兼務

取締役
（除く社外取締役）
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取締役および監査役のスキル・マトリックス

社外 独立役員

社外 独立役員

社外 独立役員

社外 独立役員

社外 独立役員

社外 独立役員

氏名 企業経営経験 営業・
マーケティング

製造・研究開発・
知財 財務・会計

法務・
コンプライアンス・
リスクマネジメント

サステナビリティ グローバリ
ゼーション

コア事業領域に関する専門的知識・経験

デジタル
ソリューション ライフサイエンス

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

取締役

監査役

エリック ジョンソン

原 弘一

髙橋 成治

立花 市子

江本 賢一

関 忠行

デイビッド ロバート ヘイル

岩﨑 真人

牛田 一雄

岩渕 知明

甲斐 順子

徳弘 高明

認識共有により方向性の討議を行い、取締役会、経営会議

の審議に反映させています。

　CEO兼社長および全執行役員により構成される役員会

議を開催し、経営の状況および課題の周知徹底を図って

います。なお、常勤監査役も出席しています。

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役によっ

て構成され原則毎月1回報告、協議、決議を行っています。

　取締役会は経営戦略の方向付けを行い、重要な意思決

定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を

監督しています。また、独立社外監査役2名を含む監査役

3名全員が出席し、意見陳述を行っています。

　今後も、指名諮問委員会の答申に基づき、その時々の

事業戦略に応じて、取締役会として必要な知識・経験・能

力の多様性を確保するとともに、12名を超えない範囲で

最適な規模を維持していきます。

　意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、

CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員または

部長により構成される経営会議を原則として毎週1回開催

し、当社グループの経営の基本政策、経営方針、経営計画

にかかわる事項ならびに各部門の重要な執行案件につい

て、審議および方向付けを行い、または報告を受けます。

　CEO兼社長およびCEO兼社長が指名する執行役員に

より構成される経営課題会議を原則として毎月1回開催

し、当社グループの経営の基本政策および経営方針にか

かわる事項ならびに個別案件の背景にある基本方針、事

業戦略の変更について、前広な議論あるいは情報・課題

（1） 監査役監査

　監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経

営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程

および業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監

査人ならびに取締役および使用人から報告を受け、審議

のうえ監査意見を形成しています。

（2） 内部監査

　JSRではJSRグループの内部統制システムの実効性の

向上を目的に、「経営監査室」を設置し、当社グループ各社

を対象として、コンプライアンス監査および業務監査等の

　当社の報酬諮問委員会の構成は、委員3名以上で構成

し、その過半数は独立社外取締役で構成することとしてい

ます。報酬諮問委員会の委員長は、独立性・客観性と説明

責任を果たす能力の強化の観点から実効的な委員会運営

を図るべく、取締役会の決議により、独立社外取締役であ

る委員の中から選定することとしています。また、報酬諮

問委員会には、外部の報酬コンサルタントとしてWTW（ウ

イリス・タワーズワトソン）および事務局がオブザーバーと

して参加しています。

在、同委員会は独立社外取締役を委員長とする独立社外

取締役4名（委員長含む）および代表取締役CEO兼社長

の５名で構成され、CEO兼社長の選解任、取締役会の構

成および選任や当社グループの経営体制、重要な経営ポ

ストの継承計画について客観的かつ長期的に検討を行っ

ています。

　2022年度についても、CEOおよび社長から同委員会に

対する年間経営活動報告が行われ、年間経営活動に対す

る評価を行いました。また、今後の経営層の後継者計画や

取締役会の構成および選任等に関する検討を行いました。

　JSRでは役員選任の方針と手続きの透明性を確保する

ため、メンバーの過半数を独立社外取締役で構成し、独立

社外取締役が委員長を務める指名諮問委員会を設置して

います。指名諮問委員会では、取締役会に必要な知識・経

験・能力等の多様性と規模の基準および役員選任の基準

と手続きならびに取締役、役付執行役員（上席執行役員含

む）および監査役候補者について審議し、取締役会に報告

しています。

　また、CEO兼社長は、指名諮問委員会に広範な戦略的

経営活動を含めて年間経営活動報告を提出します。指名

諮問委員会は報告に基づき、CEO兼社長の業績および

パフォーマンスを評価し、経営の品質改善の要否を進言

します。

　CEO兼社長を含む取締役の解任が必要な事由が生じ

たと指名諮問委員会が判断した場合は、適時に審議を行

い、その結果を取締役会に報告します。CEO兼社長の解

任について審議する際には社外取締役のみで議論をする

機会を設けるなど、審議の透明性を確保しています。上述

の年間経営活動報告提出を起点として、CEO兼社長の業

績、パフォーマンス評価、経営の置かれた状況、経済見通

し等に基づき、毎年、CEO兼社長の選解任や任期を判断

します。

　候補者の指名に際しては、経営上の重要な意思決定お

よび業務執行の監督を適切かつ機動的に行うため、取締

役会として必要な知識・経験・能力の多様性および規模の

バランスを確保することを基本とし、心身ともに健康で、

優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する者を選任し

ています。

　取締役会として必要な知識・経験・能力等については、

中長期的な経営方針および戦略を踏まえて具体的な要素

を特定し、スキル・マトリックスとして開示しています。

　取締役（社外取締役を除く）報酬の構成要素割合につい

ては、経営責任の重い役位上位者に対し、業績結果の反映

割合を高める方針に基づき、役位上位者の業績連動部分の

割合を高める一方で業績目標の達成に係る潜在的リスク等

を考慮し、役位ごとの報酬水準を決定しています。基本報

酬を100とした場合の各報酬構成要素の割合（業績連動報

酬は目標を100%達成時の標準額）は下表の通りとなりま

す。なお、北米事業の統括等を担当するCEOの報酬構成

割合については、その担当地域の役員報酬構成要素割合に

関する外部専門機関による調査を参考とし設定しています。

　JSRは2015年度に指名諮問委員会を設置しました。現

内部監査を定期的に実施し、その結果を取締役、関連部

門、監査役等に報告しています。

（3） 会計監査

　監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の

監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期

中においても必要な情報交換、意見交換を行っています。

　JSRグループは、企業理念に立脚してさまざまなステー

クホルダーと良好な関係を築き、信頼され必要とされる企

業となるため、企業活動を通じた価値創造により、すべて

のステークホルダーに貢献するサステナビリティ活動を推

進する目的で「サステナビリティ推進会議」を設置していま

す。サステナビリティ推進会議のもとには、「サステナビリ

ティ委員会」、「環境安全品質委員会」、「リスク管理委員

会」、「企業倫理委員会」の4つの委員会を設置しています。

　JSRの取締役会では、毎年、取締役会の実効性評価を実

施し、実効性の向上を通じて、当社の企業価値の最大化を

図っています。2022年度の実効性評価の結果、当社の取

締役会は有効に機能しているとの結論を得ました。今後も

実効性評価を実施していきます。

評価プロセス

　当社の取締役9名全員（うち独立社外取締役4名）およ

び監査役3名全員（うち独立社外監査役2名）に対するアン

ケートおよびインタビューを行い、また、取締役会等にお

いてアンケートやインタビューの結果に関する複数回の議

論を経て、評価を実施しました。なお、2022年度は、上記

の評価プロセス全般において専門的な知見を持つ第三者

を起用しました。

結論

　分析・評価および取締役会における議論を通じて、主に

以下の点を確認し、当社取締役会は、有効に機能している

と結論づけました。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針や報酬制度、個別

の報酬額等は、取締役会にて審議・決定を行います。取締

役会の審議・決定に際しての独立性・客観性を確保すると

ともに取締役会の監督機能と説明責任を果たす能力を強

化すべく、報酬諮問委員会を取締役会の諮問機関として

設置しています。

　報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の

対象者の報酬と項目について審議し、取締役会に対して答

申または監査役会に対して助言を行います。

　JSRはグローバル企業として企業グループの競争優位

性を保つためにグローバルに優れ、かつ多様性のある経

営人財を育成、採用を図り、株主の皆さまとの利益を共有

するために役員に対して短期、中長期のインセンティブを

設定し、透明性を保ちつつ、経営戦略および事業戦略の確

実な実行を目指す報酬基本方針を設定しています。

　当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度

の全社業績達成度等に連動する年次賞与に加え、2024

年度を最終年度とした中期経営計画および事業構造改革

の着実な遂行を目的とした事後交付による業績連動型株

式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）、持続的な企業

価値の向上と株主の皆さまとの価値共有を促進すること

を目的とした譲渡制限付株式（非金銭報酬）から構成され

ています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、役割

に鑑み基本報酬のみとしています。

　上記の報酬構成およびその支給割合の検討に際し、外

部の報酬コンサルタントが有する役員報酬データベース

に基づき、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等

を同輩企業として報酬ベンチマークを毎年行い、報酬諮問

委員会が報酬水準の妥当性を検証しています。また、海外

事業の統括等を担当する取締役の業績連動報酬と業績連

動報酬以外の報酬の支給割合の決定に際しては、その担

当地域における役員報酬調査データに基づき、上記同様

の手法を用いて報酬ベンチマーク分析を毎年行い、役位

ごとの職責やグループ経営への影響の大きさを考慮して、

報酬諮問委員会で報酬水準等の妥当性を検証しています。

取締役の解任 取締役候補者の選任基準
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　会社法等の法令や定款・社内諸規程等に基づき、取締

役の意思決定の過程、業務執行状況を監査し、経営の透

明性と健全性を確保するという観点から、心身ともに健康

で、優れた人格と人望、高い見識と倫理観を有する者の中

から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門知識を

有する者（うち1名は財務・会計に関する適切な知見を有

するもの）を選任することとしています。特に、社外監査役

については、独立性を有し、法律や会計等に関する幅広い

経験・知見を有する者を選任することとしています。

社外役員の主な活動状況（2022年度）

主な活動状況
地位

カッコ内は
在任期間

氏名

当期開催の取締役会17回のうち17回に出席し、総合商社として国際的な事業を営む会社の経営経験、CFOとしての財務・経
理に関する豊富な経験および会社から独立した社外の視点、取締役会での重要な意思決定および職務執行の監督ならびに
コーポレート・ガバナンスの強化に活かし、議案審議等につき必要な発言を適宜行い、経営判断の合理性および経営の透明性・
健全性の確保を通じて企業価値の継続的な向上に貢献いただいております。また、報酬諮問委員会の委員長を務め役員報酬
体系の合理性と透明性の確保に努めるとともに、指名諮問委員会の委員長として当社グループの経営体制の継承計画につい
て客観的かつ長期的な視点から検討を行っていただきました。

取締役就任後に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、医療用医薬品において国際的な事業を営む企業の経営を通
じての豊富な経験および会社から独立した社外の視点を、取締役会での重要な意思決定および職務執行の監督ならびにコー
ポレート・ガバナンスの強化に活かし、経営判断の合理性、経営の透明性、健全性の確保を通じて当社グループの企業価値の
継続的な向上に貢献いただいております。また、報酬諮問委員会の委員を務め役員報酬体系の合理性と透明性の確保に努め
るとともに、指名諮問委員会の委員として当社グループの経営体制の継承計画について客観的かつ長期的な視点から検討を
行っていただきました。

当期開催の取締役会17回のうち17回に出席し、長期的な投資を行う投資会社のパートナーとして、また、投資先における取
締役としてグローバルに経営管理、事業変革、拡大等に携わってきた豊富な経験、国際的な視野および社外の視点を取締役会
での重要な意思決定および職務執行の監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に活かし、経営判断の合理性、経営の透
明性、健全性の確保を通じて企業価値の継続的な向上に貢献いただいております。また、報酬諮問委員会の委員を務め役員
報酬体系の合理性と透明性の確保に努めるとともに、指名諮問委員会の委員として当社グループの経営体制の継承計画につ
いて客観的かつ長期的な視点から検討を行っていただきました。

取締役就任後に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、映像関連製品、精密機械装置等において国際的な事業を営
む会社の経営を通じての豊富な経験および会社から独立した社外の視点を、取締役会での重要な意思決定および職務執行の
監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に活かし、経営判断の合理性、経営の透明性、健全性の確保を通じて当社グルー
プの企業価値の継続的な向上に貢献いただいております。また、報酬諮問委員会の委員を務め役員報酬体系の合理性と透明
性の確保に努めるとともに、指名諮問委員会の委員として当社グループの経営体制の継承計画について客観的かつ長期的な
視点から検討を行っていただきました。

当期開催の取締役会17回のうち17回に、監査役会17回のうち17回に出席し、弁護士としての法律に関する広範な専門知識、
豊富な経験および会社から独立した社外の視点を、当社の監査に活かし、取締役会等において議案審議等につき必要な発言
を適宜行い、経営判断の合理性および経営の透明性・健全性の確保に貢献いただいております。

監査役就任後に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会12回のうち12回に出席し、公認会計士としての財務・会
計に関する広範な専門知識、豊富な経験および会社から独立した社外の視点を、当社の監査に活かし、取締役会等において議
案審議等につき必要な発言を適宜行い、経営判断の合理性および経営の透明性・健全性の確保に貢献いただいております。

関 忠行

デイビッド
ロバート
ヘイル

岩﨑 真人

牛田 一雄

甲斐 順子

徳弘 高明

取締役
（６年）

取締役
（2年）

取締役
（1年）

取締役
（1年）

監査役
（２年）

監査役
（1年）

監査役候補者の選任基準

※ 2023年6月16日（第78回定時株主総会終結時）現在
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　JSRは、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、

IR業務は財務部門および広報部門を担当する執行役員が

所管し、財務部門と広報部門が連携して投資家との対話

を補助しています。国内外の主要な機関投資家に対し、毎

年CEO兼社長またはIR担当執行役員が面談し、進捗状況

等を説明しています。決算財務情報のほか、事業内容、中

期経営計画の内容・進捗状況等の会社情報、環境への取

り組みやレスポンシブル・ケアを含むサステナビリティ推

進関連情報、研究開発への取り組み等をホームページに

掲載し、投資家への会社情報の発信に努めています。対

話により得られた投資家の意見や質問は、IR活動報告とし

て経営陣にフィードバックしています。対話に際し、インサ

イダー情報を適切に管理しています（各決算発表前のサ

イレント期間の設置、インサイダー取引防止の規則制定、

社員教育等）。

株主との建設的な対話に関する方針
　新任執行役員に対し、将来の取締役候補者としての観

点から、新任取締役向けの社外講習会等に参加する機会

を提供しています。新任の社外取締役および社外監査役

に対し、JSRの事業への理解を深めるための導入教育や工

場・研究所の見学等を実施しています。また、取締役会開

催時には、当社の事業に関連の深いテーマを「特定テー

マ」として取り上げて意見交換を行う機会を設け、当社の

事業課題等についての理解のみならず、他の取締役や監

査役との意思疎通を深める機会を提供しています。さら

に、株主総会開催前に定期的に、外部講師によるコーポ

レート・ガバナンスおよび法改正状況等を振り返る研修を

徹底しています。

　CEO兼社長の後継者については、複数の後継者候補に

対し、必要なスキルを獲得するためのトレーニングやリー

ダーシップ向上のためのコーチングを実施し、指名諮問委

員会が後継者候補と面談を行い候補者選定に携わるな

ど、客観性・透明性のある手続きにより、計画的に育成・選

定しています。

取締役・監査役に対するトレーニング方針

サクセッションプラン
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